
飯島町農業委員会

7,984 円 998 円

8,000 円 1,000 円 １．作業能率及び作業内容により

　　増減すること。

7,984 円 998 円 ２．実労時間は、１日８時間を標準と

14,000 円 1,750 円

13,920 円 1,740 円

7,984 円 998 円

※最低賃金の改正により一般作業労賃が長野県の最低賃金を下回ることになった場合は、改定の日から県の最低賃金（時間額）を

　一般作業の標準労賃とします。

7,800 円

　荒　代 4,900 円

　植　代 7,800 円

9,900 円 苗、枕植、肥料は雇主持ち

8,700 円

10,400 円 紐代を含む　　枕刈は雇主

9,000 円 大麦・小麦も同じ

22,200 円

500 円 （１俵当り）　移動経費は別途加算

3,400 円 ライムソワ－による散布

6,500 円

麦・そば
収穫 コンバイン 17,400 円

果樹農
薬防除

スピード
スプレヤー 5,200 円 1時間当たり

摘　　　　要

880 円 完成硬化苗

３　水稲育苗委託料金

種　　　　類 単　　位 受託料金 （注）１．箱は除く資材一式含む

機 械 植 苗 　１箱当たり 　　　２．余苗の融通は、左記金額の半額程度とする。

コ ン バ イ ン 枕刈は雇主　刈取りのみ

籾 す り

肥料散布作業

そ
の
他

畑 耕 起

稲
　
　
作
　
　
関
　
　
係

水 田 耕 起

（条播）　側条施肥付（種子、肥料は雇主持ち） ３．圃場条件（圃場の大小･不整備・基盤

バインダー刈取 　　の良否等）により、必要に応じて割増

自走式脱穀機 　　料金を加えることができる。

機 械 直 播

耕深１５cmを標準
転作田の２度目の耕起は4,700円

代掻 同時仕上げの場合は、10,600円
１．この料金は、運転者付とし，補助作業

　　は雇主が行う。

機 械 田 植 ２．燃料は，運転者持ちとする。

交配・摘果・袋掛等

２　機械作業料金　（単位；１０ａ当り）

作業の種類 料　　金 摘要 注　　意　　事　　項

野菜・きのこ・花卉
一般作業

草　刈　作　業 畦畔草刈（刈払機・燃料代含） 　　すること。

果
　
樹

　特殊作業 剪定、棚付、棚張、接木 ３．食事は労働者持ちとすること。

　一般作業

稲
　
作

　一般作業

　田植作業

　防除作業 10ａ当り　1,840円
農薬は雇主､機械燃料は運転
者持ち・除草剤散布も同じ

農作業標準労賃・機械作業料金
　　令和７年度

　令和７年度農作業労賃・機械作業料金・水稲育苗委託料金の標準額が次のとおり決定されました。

　この表を保存し、円滑な農業労力の調整にご利用ください。

1　農作業労賃

作業の種類
１日当り
賃　　金

１時間当り
賃　　　金 摘　　　　　　　要 注　　意　　事　　項


